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20年度
目標(当初予算）

① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？
　合併して市になったことにより平成18年3月から市が行うことになった。平成18年2月までは県の実施事業で菊池地域振興局福祉課で取り扱っていた。

② 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか、開始時期あるいは５年前と比べてどう変わったのか？
　この事業は母子及び寡婦福祉法第３１条並びに同法施行令第２７条に基づき母子家庭自立支援給付金を支給する事業である。合併前は県が実施機関であり、
菊池郡内の状況は7町村で年2～3件程度であったと聞いている。近年離婚の増加に伴い母子をめぐる諸状況は変化している。母子家庭等の自立を促進するた
めの総合的な対策が求められている。

③ この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？

0

⇒

⇒

⇒

⇒

20年度
実績(決算)

0

462

母子家庭就業支援教育訓練給付金支給者数

ひとり親家庭医療費受給者（助成）数

生活保護ではない公的扶助を受けている世帯数（=準要保護世帯数）
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申請者がいないのは事業を知らない人が多いのではないか。もっと事業の周知が必要ではないか。
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19年度
実績(決算)

(単位)

人

相談件数

相談件数と給付金支給者の割合

 市になり県から引き継いだ事業のため要綱に定めてある様式等の整備を行った。
給付金額は平成19年10月1日から改正した。また事業に関する相談を受け対応し
た。

みんな元気で笑顔あふれるまちづくり

生活困窮世帯の自立支援

経済的支援

18年度
実績(決算)

0

青木洋治

境　真奈美

集中改革
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22年度

事務事業マネジメントシート （20年度実績と21年度計画）
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連

母子家庭就業支援教育訓練給付金支給事業

作成
作成

21年度予算編成後
20年度決算把握後

21 3
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千円

児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある母子家庭

単位

最低限の生活を維持できる。

母子家庭が自立する。
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　事業に関する周知及び相談対応
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対象指標

(単位)

人

％

所属課

⑧上位成果指標（上位目的の達成度を表す指標）＝④の指標

(単位)

事業期間

目
予算科目

款
1

⑦成果指標（意図の達成度を表す指標）＝③の指標

担当者名

課長名

法令根拠
母子及び寡婦福祉法
合志市母子家庭自立支援教育訓練給付事業実施要綱

健康福祉部

子育て支援課

子ども保育班

所属部

所属班

5
9

【事業の内容】
母子家庭等の雇用安定及び就職促進のため、指定講座を受講した場合、費用の一部を支給。支給額は、受給希望者が指定講座の受講のために支払った入学
料、受講料並びに当該費用に係る消費税及び地方消費税の合計額の20％に相当する額(その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は
支給しない)【平成19年9月までは40％、20万円、8,000円であった】
【業務の流れ】
①母子家庭等からの相談　②自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書等の受付、審査
③講座指定伺い、決裁　④申請者へ講座指定（不承諾）通知書　⑤給付金支給申請書等の受付、審査　⑥支給の決定等伺い、決裁　⑦請求者へ支給決定（不承
認）通知書　⑧支払業務（支出負担行為、支出命令書、口座振込書等作成、決裁）

20年度で終了 21年度から開始
3 2 1 10555

会計

事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）

１　現状把握の部（DO、PLAN）
(1) 事務事業の目的と指標
① 手段（主な活動） 21年度計画（21年度に計画している主な活動）（PLAN）
20年度実績（20年度に行った主な活動）（DO）

(2) 総事業費・指標等の推移

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

合志市

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等

③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

④ 上位の目的（さらにどんな目的に結び付けるのか）
世帯

⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）＝①の指標

⑥対象指標（対象の大きさを表す指標）＝②の指標

－１枚目－



 見直し余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 結びついている ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 妥当である ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 適切である ⇒【理由】

 向上余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 向上余地がない ⇒【理由】

 影響無 ⇒【理由】 21年度計画（21年度に計画している主な活動）（PLAN）
 影響有 ⇒【その内容】

 他に手段がある （具体的な手段，事務事業）

 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 統廃合・連携ができない ⇒【理由】

 他に手段がない ⇒【理由】
 削減余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映
 削減余地がない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映

 削減余地がない ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】 ⇒３評価結果の総括（ＳＥＥ）に反映

 公平・公正である ⇒【理由】

(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 目的妥当性 適切 見直し余地あり
② 有効性 適切 見直し余地あり
③ 効率性 適切 見直し余地あり
④ 公平性 適切 見直し余地あり

(１) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(３) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

５　事務事業貢献度評価結果（施策の統括課長の総括）
(1)目的の直結度 （ 　 ）
(2)貢献度 （ ）

5 直結度高い　１～３
10 貢献度高い　１～３

向上

維持

低下

公
平
性
評
価

⑨ 受益機会・費用負担の適正
化余地
事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平
ではないか？受益者負担が公平・公正になって
いるか？

①目的妥当性については、・・・。
②有効性については、・・・。
③効率性については、・・・。
④公平性については、・・・。

コスト
削減 維持 増加

⑧ 人件費（延べ業務時間）の削
減余地

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

⑦ 事業費の削減余地

　児童扶養手当現況届及びひとり親家庭医療費助成の更新時に事業の情報提供を図る。合志市母子寡婦福祉連
合会と連携して自立支援のための資格取得を促す。

所属課 子育て支援課

有
効
性
評
価

①政策体系との整合性

目的を達成するには，この事務事業以外他に方
法はないか？類似事業との統廃合ができるか？
類似事業との連携を図ることにより、成果の向上
が期待できるか？

⑥ 類似事業との統廃合・連携の
可能性

　給付金を支給する事業のため母子家庭の経済的支援と就業・自立支援に結びつく。しかし講座は限定され、社
会保険の適用外であることのため、現在まで申請者はいない。

　県から引き継いだ事業である。母子家庭等の母が指定講座を受講し、その費用を負担するのは収入が少ない
場合は大変である。受講費用の一部を支給することによって雇用安定及び就職に結びつく。

④ 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水
準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で
成果向上が期待できないのか？

事務事業名
母子家庭就業支援教育訓練給付金支給
事業

所属部 健康福祉部

この事務事業の目的は市の政策体系に結びつく
か？意図することが結果に結びついているか？

貢献度低い　１０～１２

(２) 改革・改善による期待成果

⑤ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とそ
の内容は？

なぜこの事業を市が行わなければならないのか？
税金を投入して、達成する目的か？

③ 対象・意図の妥当性

周知の徹底と、関係機関との連携が必要。

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できない
か？成果を下げずにより正職員以外の職員や委
託でできないか？（アウトソーシングなど）

効
率
性
評
価

合志市

　給付金を支給する事業は他には見当たらない。母子家庭の経済的支援と就業・自立支援に結びつくと考えられ
る

申請者は現在までいないので事業費は不用であった。

申請者は現在までいないので事業費は不用であった。事前相談に職員及び相談員が対応した。

　母子及び寡婦福祉法第３１条並びに同法施行令第２７条に基づき母子家庭自立支援給付金を支給する事業と
し合志市母子家庭自立支援教育訓練給付事業実施要綱を制定し基準どおりに実施している。

直結度中　４～６ 直結度低い　７～９

成
果

貢献度中　４～９

２　評価の部（SEE）＊原則は２０年度の事後評価、ただし複数年度事業は２０年度における途中評価

３　評価結果の総括（ＳＥＥ）

４　今後の方向性（事務事業担当課案）(PLAN)

　給付金を支給する事業のため母子家庭の経済的支援と就業・自立支援に結びつくと考えられる。申請者は現
在までいないが、児童扶養手当が平成20年4月から一部減額されるので母子家庭への自立支援は必要である。

目
的
妥
当
性
評
価

② 公共関与の妥当性

　母子及び寡婦福祉法第３１条並びに同法施行令第２７条に基づき母子家庭自立支援給付金を支給する事業と
し合志市母子家庭自立支援教育訓練給付事業実施要綱を制定し基準どおりに実施している。

　給付金を支給する事業のため母子家庭の経済的支援と就業・自立支援に結びつく。しかし指定講座のみを受
講した場合で社会保険で適用されないことなど要件に該当する人がいない。事業を知らない人が多いことも考え
られ、周知が必要である。

対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充す
べきか？

－２枚目－


